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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

　当社は「大日光グループはすべてのステークホルダーから信頼され、期待され、愛される企業集団を目指して、技術とアイデアで社会に貢献しま
す」を企業理念とし、社会的責任を十分に自覚しながら活動を行うことが、継続的な成長と企業価値の向上を遂げる上で極めて重要であるとの認
識を持っております。

コーポレートガバナンスとは、このような認識の下に経営組織の整備や経営への監視機能を強化し、企業活動を円滑に行うことであると考えてお
ります。

　当社グループでは、透明性、公平性、効率性の高い経営を目指しており、適時適切な情報開示によってステークホルダーの信頼を得ることが最
重要経営課題であると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２④：議決権の電子行使のための環境整備及び招集通知の英訳】

株主の皆様の議決権行使の権利の確保のため、インターネットによる議決権の行使を採用しております。なお、現状では、招集通知の英訳は行っ
ておりませんが、海外投資家の株主比率 等の推移を踏まえ、検討すべき課題と考えております。

【原則１－５：いわゆる買収防衛策】

現時点においては、いわゆる買収防衛策は導入しておりません。

当社の経営陣・取締役会は、持続可能性の向上が最大のミッションという認識の下で企業価値の増大を目指しております。従い、上記ミッションを
ふまえて必要性・合理性を十分に検討した結果買収防衛策が必要と判断した場合は、株主に対する説明責任を果たすことも含めて適正な手続き
を経たうえで導入する可能性があります。

【２－２①：取締役会による行動準則の実践状況のレビュー】　

　行動準則が実践されているか否かに関する取締役会のレビューにつきましては、実質的に行動準則の趣旨・精神を尊重する企業文化・風土が
存在するか否かに重点を置いたレビューの実施を検討してまいります。具体的には「行動準則が広く実践されているか否かにつき内部監査室が
定期的にレビューし取締役会に報告する体制」を構築してまいります。

【補充原則 ３－１②：開示書類の英語での開示・提供】

当社は、現状では英文ウェブサイトに適時開示資料を中心とした英語での情報開示・提供はしておりません。今後、海外投資家の株主比率等の
推移を踏まえ、検討すべき課題と考えております。

【補充原則４－10①：指名委員会・報酬委員会の設置】

経営幹部の人事・監査等委員ではない取締役の報酬等は重要な事項であると認識しておりますが、現状では取締役間の情報共有に問題は無い
と判断していることから任意の諮問委員会は設置しておりません。今後、独立社外取締役増員検討と並行して、ジェンダー等の多様性の確保も含
めて適切な関与・助言を得る方法等を、検討すべき課題と考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

第１章 株主の権利・平等性の確保

【基本原則１】

上場会社は、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、 株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行

うべきである。 また、上場会社は、株主の実質的な平等性を確保すべきである。 少数株主や外国人株主については、株主の権利の実質的な確

保、権利行使に係る 環境や実質的な平等性の確保に課題や懸念が生じやすい面があることから、十分に 配慮を行うべきである。

(当社の取組み)

すべての株主の皆様に対し、対話と情報開示を通じて、実質的な平等性が確保できるよう努めるとともに、当社の最新情報や経営戦略などの情
報提供を適時開示やウェブサイトに、迅速かつ公正に行うことで、権利行使に係る環境の整備に努めてまいります。

また、株主の権利行使の実質的な権利行使を確保するため、監査等委員会設置会社に移行し、４名の社外取締役を選任し、業務取締役の監督
機能を強化し、コーポレートガバナンスが十分に機能する体制を整備しております。

【原則１－１：株主の権利の確保】

すべての株主に対して株主総会における議決権をはじめとする株主の権利が実質的に確保されるよう迅速かつ公正な情報開示を行い、株主総
会や決算説明会等においては、株主との対話を行うことで、その環境整備に努めております。

また、株主総会の議決権行使については、インターネットによる議決権の行使の採用等により、株主が多様な方法により議決権が行使できるよう
に整備しております。

【補充原則１－１①：株主総会における反対票への対応】

株主総会において多数の賛成票獲得のため、株主との対話を重視し、必要に応じて株主等を訪問し会社提案議案の理解を求めるなどの対応を



行っております。また、株主総会の会社提案議案に対して、相当数の反対票が投じられたことはございませんが、株主総会の会社提案議案に対し
相当数の反対票が投じられた場合には、取締役会において反対要因の分析を行い、今後の経営判断に反映してまいります。

【補充原則１－１②：総会決議事項の一部を取締役会に委任するための株主総会への提案】

　当社は、取締役会を意思決定機関、監査等委員会を議案提案過程及び委任事項の執行に対する監督機関、執行役員を業務執行機関として分
担する体制を導入しております。また、法律ならびに財務・会計の専門知識や、卓越した見識を有する社外取締役４名を選任し、取締役の業務執
行状況の監督機能を強化し、コーポレートガバナンスが十分に機能する体制を整備しております。

【補充原則１－１③：株主総会における株主の権利行使への配慮】

株主の権利の重要性を踏まえ、その権利行使を事実上妨げることのないよう配慮しております 。また、少数株主に認められている権利について

は、株式取扱規則により手続を定め、その権利行使を円滑に行えるように努めております 。

【原則１－２：株主総会における権利行使】

株主総会が株主との建設的な対話の場であることを認識し、株主の皆様が適切に権利行使できるように、株主総会の運営体制の整備を行ってま
いります。また、株主総会当日にご出席ができない株主様の議決権行使の手段として、従来の議決権行使書の郵送に加え、インターネットによる
議決権行使の方法を選択できるよう環境整備を行っております。今後も、株主総会運営体制の整備に努めてまいりたいと考えております。

【補充原則１－２①：株主が適切な判断を行えるような適格な情報提供】

株主に対して株主総会における適切な判断の一助に資するため、当社のウェブサイトに、有価証券報告書、決算短信、決算説明資料 など過去数

年分の資料をカテゴリー別に掲載しております。また、IR窓口専用メールアドレスを設置し、株主様からのご質問にお答えするとともに、株主様から
の貴重なご意見を経営に反映するよう努めております。

【補充原則１－２②：株主が総会議案の十分な検討期間を確保するための招集通知の早期発送、電子的な公表】

当社および海外法人を含む連結子会社13社で構成されており、適正な財務報告及び高品質な監査に要する十分な時間確保の観点から、招集通
知の作成に相応の時間を要しておりますが、株主の皆様が株主総会議案の十分な検討期間を確保できるよう、決算業務の早期化による招集通
知の早期発送に務めてまいります。また、招集通知の発送日には、自社HPならびに東京証券取引所 のウェブサイトに開示しております。

【補充原則１－２③：株主総会関連の日程の適切な設定】

当社は、決算期が12月であるため株主総会の開催日を株主総会の集中日と予想される日以外の日程に設定しておりますが、株主総会は株主と
の建設的な対話の場であるということを認識し、より多くの株主が株主総会に出席できるよう、株主総会関連日程を含めた株主総会の運営体制の
整備に努めてまいります。

【補充原則１－２⑤：信託銀行等の名義で株式を保有する機関投資家等が自ら議決権行使を希望する場合の対応】

当社では、株主名簿上に記載または記録されている者以外の者の株主総会への出席は原則として認めておりません。今後、 信託銀行等の名義

で株式を保有する機関投資家等が、株主総会において、信託銀行等に代わって自ら議決権行使の行使等を行うことをあらかじめ希望する場合に
は、信託銀行と協議の上対応してまいります。

【原則１－３：資本政策の基本的な方針】

「ＤＮＥＷＡＹ長期経営計画2030」にて「会社品質の向上とともに、持続可能性を高める」を経営方針スローガンとして掲げ、将来の事業展開と経営
体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、累進配当を継続していくことを基本方針としております。具体的には、国内・海外グループが安
定的に利益を確保する体制を再構築するとともに、製品・仕掛品・原材料の適正在庫水準維持に注力すること、また、資産のオフバラ化による負
債の圧縮を検討・実施すること等により、財務の安全性の判断基準となる自己資本比率の向上を図ってまいります。

【原則１－４：政策保有株式】

(ⅰ)政策保有に関する方針

取引先との中長期的な取引関係の維持・拡大を目的とし株式を保有することにより、当社の企業価値を高める場合に、当該取引先の株式を政策
保有株式として保有します。なお、保有する場合には、取締役会において、当社の基本方針に適合しているかどうか、保有目的が適切か、保有に
伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を具体的に精査のうえ保有の適否について検証し、保有の妥当性が認められない場合は、縮
減を図ることとしております。

(ⅱ)政策保有株式の議決権行使基準

政策保有株式に係わる適切な議決権行使を確保する基準に関しましては、その議案が当社の保有方針に適合しているかどうか、発行会社の企
業価値の向上に資するかどうか、当社の企業価値の向上に資するかどうかを総合的に判断しております。

【補充原則１－４①：政策保有株主に対する保有株式売却妨害】

　政策保有株主から株式の売却等の意向が示された場合において、取引の縮減の示唆等により売却を妨げることはいたしません。

【補充原則１－４②：政策保有株主との間における、会社や株主共同の利益を害するような取引】

　政策保有株主との間で 、取引の経済合理性を十分に検証しないまま取引を継続するなど、会社や株主共同の利益を害するような取引は行いま

せん。

具体的には、政策保有株主との取引を実施する際には取引条件を示したうえで取締役会に諮っており、会社・株主共同の利益を害するような条件
での実行が行われないように監視しております。

【補充原則１－５①：自社株式が公開買付けに付された場合の、取締役会としての考え方（対抗提案があればその内容を含む）の説明】

　当社株式が公開買付けに付された場合、取締役会は、その目的と内容を慎重に検討した上で、当社の考えを公表します。取締役会は、企業価

値の維持・向上の観点から必要と判断する場合には、株主が公開買い付けに応じる権利を不当に害さないように留意し、適切な対抗措置を提案
いたします。

【原則１－６：株主の利益を害する可能性のある資本政策】

　資本政策の立案及び実行については、既存株主を不当に害することのないよう、独立社外取締役の意見に配慮しつつ、取締役会において必要
性と合理性を十分に検討した 上で決議いたします。

【原則１－７：関連当事者間の取引】

　関連当事者取引に関しては、一般株主をはじめとするステークホルダーからみて、不当な利益供与・享受を行っているとの疑義を持たれるおそ
れがあること、役員の公正かつ忠実な業務執行の妨げとなるおそれがあることから、原則として行わないものとしております。 　やむを得ず必要な

場合は、新規取引であるか、過去同様の取引実績があるかに関わらず、全ての取引案件毎に、取引開始前に取締役会において取引金額及び取



引条件の妥当性、合理性並びに取引自体の発生の是非について書面により説明を行い、討議のうえ妥当と判断された案件 のみ決議するものと

しております。また、長期にわたる契約等、継続的な取引を行う場合には、最低年１回は取引金額及び取引条件の妥当性、合理性並びに取引自
体の是非について、取締役会で確認を行うこととしております。

第２章 株主以外のステークホルダーとの適切な協働

【基本原則２】

上場会社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホ
ルダーによるリソースの提供や貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めるべきである。取締役会・
経営陣は、これらのステークホルダーの権利・立場や健全な事業活動 倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けてリーダーシップを発揮すべ

きである。

(当社の取組み)

　当社は「大日光グループは全てのステークホルダーから信頼され、期待され、愛される企業集団を目指し、技術とアイデアで社会に貢献します」
との企業理念を定め、その理念のもと、取締役会・経営陣は、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーの
権利・立場や健全な事業活動倫理を尊重する企業文化・風土の醸成に向けて取り組んでおります。具体例として、SDGsへの取組（当社が運営す
る地元野菜直売所における食品ロス削減への取組み、アグリ事業への参入等）を通し、地域社会に貢献する活動を積極的に展開しております。

【原則２－１：中長期的な企業価値向上の基礎となる経営理念の策定】

当社は企業理念を実現するために大切にする経営の規範を、経営理念として次の５つの項目で明示しております。

・匠の心を持ち、自らが誇れる製品/サービスを提供していきます。

・常にお客様ファーストを心掛け、お客様にとってのベストパートナーを目指します。

・新しいことにチャレンジし続ける会社にします。

・従業員の幸せと会社の発展を両立を目指します。

・サスティナブルな社会の実現に向け積極的に取り組みます。

【原則２－２：会社の行動準則の策定・実践】

当社は経営理念を実現するために、会社の構成員が従うべき行動準則として、次の10項目からなる「大日光グループ企業行動憲章」を定め実践
しております。なおグループ企業行動憲章は、社員全員が閲覧可能な社内ポータルサイトに掲載のうえ周知徹底を図っていると共に、行動憲章に
関連する事例は、代表取締役が自ら作成し社内ポータルに掲載される「月報」に取り上げることにより共有化を図っております。

（ⅰ）自覚と責任：企業活動の基盤は社会からの信頼にあるとの基本認識のもと、企業としての社会的責任（CSR）を自覚し、大日光グループが掲
げる企業理念の実現を目指す。

（ⅱ）基本的使命：日々のくらしに有用で安全、高品質な製品・サービスを提供し、お客様の満足と信頼を獲得する。

（ⅲ）コンプライアンスと社会的模範：すべてのステークホルダーに対して、関連法規を遵守し、公正、透明、自由な関係を徹底し、社会的模範とな
る。

（ⅳ）情報開示と透明性：社会に開かれた企業として、すべてのステークホルダーに対して企業経営全般にわたる情報を適時適切に開示する。

（ⅴ）雇用と労働：従業員の多様性と人格・個性を尊重する処遇を実践するとともに、ひとりひとりがやりがいと幸せを感じ続けてもらえる、安全で働
きやすい環境を確保する。

（ⅵ）環境と安全：持続可能な社会を構築していくため、自主的・積極的に環境問題に取り組む。

（ⅶ）地域貢献：「良き企業市民」として、積極的に地域社会の発展につながる活動を行う。

（ⅷ）国際貢献：国際ルールや現地の法律の遵守はもとより、現地の文化や慣習を尊重し、その発展に積極的に貢献する。

（ⅸ）情報管理：個人情報・顧客情報の保護に十分配慮した情報管理を徹底する。

（ⅹ）社会秩序：市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切関わらない。

【原則２－３：社会・環境問題をはじめとするサステナビリティーを巡る課題】

当社は、「大日光SDGｓ宣言」として『国際連合が提唱する持続可能な開発目標（SDGs）を経営行動につなげ、地球環境の維持と地域経済の発展
に貢献することで、持続可能な社会の実現に努めてまいります』を定め、社会・環境問題をはじめとするサステナビリティ―（持続可能性）を巡る課
題について取組んでおります。

【補充原則２－３①：サステナビリティーを巡る課題への対応における積極的・能動的な検討】

　当社は持続可能な社会実現に向け、「大日光SDGｓ宣言」における重点施策として、環境経営、地域振興、ダイバーシティー、イノベーションの4
項目を「重点推進項目」と定めております。具体的な取組事例として、リチウムイオンバッテリーリユース事業への参画、食品ロス削減への取組
み、カーボンニュートラルへの取組み、アグリ事業参入による地域活性化等を行っております。取締役会はこれら重点推進項目が着実に具現化で
きる様、重点推進項目の進捗・変化を常に議論し、積極的・能動的に取り組んでまいります。

【原則２－４：女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保】

　当社は、社内に異なる経験や価値観が存在することは、ますますグローバル化が進む経営環境の下においては、会社の持続的な成長を確保す
る強みになると考えており、女性の活躍促進を含む多様性の確保を推進してまいります。

【補充原則２－４①：中核人材の登用等における多様性の確保】

（ⅰ）当社は、変化の激しい市場環境に対応するためには、女性・外国人・様々な経歴をもつキャリア採用者など、多様な人材の採用、起用を積極
的かつ継続的に進めることが大変重要であると考えております。 女性管理職につきましては、2025年12月末現在6.7%に留まっておりますが、2026

年12月末時点の目標を8.4％とし、中長期の目線で女性社員の管理職ならびに管理職予備軍への登用を進めていきます。

（ⅱ）「DNE WAY長期経営計画（2030）」にて『主役は働いている従業員：従業員が「安心」して価値創造活動に取り組むことができ、「夢」と「誇り」を

もって活躍できる環境を整備する』を基本方針の１つとしております。従業員の多様性と人格・個性を尊重する処遇を実践するとともに、一人一人
がやりがいと幸せを感じ続けてもらえる、安全で働きやすい環境の確保を目指してまいります。

＜人材育成方針＞

人材の確保・育成：階層別、リーダー、プロフェッショナル人材育成に向けた研修プログラムの再構築／社内プロジェクト活用による「自らが考える
力」「やる気」意識の醸成

人材の最適配置：キャリアパスを考慮した人材の最適配置／ベテラン人材を活用できる人事制度導入／タレントマネジメントシステムの本格運用
による個人別キャリア・スキルの見える化

＜社内環境整備方針＞

働き方改革・健康経営：ノー残業デー浸透率の向上／有給・育休（全体・男性）取得率の向上

ダイバーシティー：管理職＆管理職予備軍への女性登用／障がい者雇用の積極展開／マネジメント層へのローカル人材登用（海外拠点）

【原則２－５：内部通報】



当社は、内部通報規定の制定等をはじめとして、内部通報に係る体制整備を行っております。また、内部通報制度の理解・浸透を目的として、社
内ポータルサイトにおいて内部通報制度マニュアルの掲示を行っております。

【補充原則２－５①：内部通報に係る体制整備】

　当社は、内部通報に係る体制整備の一環として、経営陣から独立した窓口である社内相談窓口（内部監査室が担当）及び外部相談窓口（提携
弁護士が担当）を設置しております。また、情報提供者の秘匿と不利益取扱の禁止のため、内部通報規定において通報を行ったことによる不利な
取扱いを受けないことを明記しております。

【原則２－６：企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮】

　当社では、現在、企業年金を運用していないため、アセットオーナーには該当しておりません。

第３章 適切な情報開示と透明性の確保

【基本原則３】

上場会社は、会社の財政状態・経営成績等の財務情報や、経営戦略・経営課題、リスクやガバナンスに係る情報等の非財務情報について、法令
に基づく開示を適切 に行うとともに、法令に基づく開示以外の情報提供にも主体的に取り組むべきである。その際、取締役会は、開示・提供され

る情報が株主との間で建設的な対話を行う上での基盤となることも踏まえ、そうした情報（とりわけ非財務情報）が、正確で利用者にとって分かり
やすく、情報として有用性の高いものとなるようにすべきである。

（当社の取組み）

　当社では、法令に基づく開示のほかにも、株主をはじめとするステークホルダーに向けて、2024年2月29日に「中期経営計画Ｐｈａｓｅ2（2024-2026
）」において経営方針、経営目標（ＫＰＩ）、事業戦略に加えて、非財務情報としてＥＳＧ／ＳＤＧｓへの取り組み、人的資本への取り組みについて開示
しております。

【原則３－１：情報開示の充実】

（ⅰ） 会社の経営理念、経営戦略、経営計画

当社は、法令に基づく開示を適切に行うことに加え、会社の意思決定の透明性・公平性を確保し、実効的なコーポレートガバナンスを実現する と

の観点から、経営理念や経営戦略、経営計画については2024年2月29日に公表した「中期経営計画Ｐｈａｓｅ2（2024-2026）」にて積極的に開示して
おります。

（ⅱ）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　「中期経営計画Ｐｈａｓｅ2（2024-2026）」「有価証券報告書」で基本的な考え方、方針を開示しております。

（ⅲ）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き

　取締役報酬は、株主総会で決定された報酬の範囲内で、当社取締役に求められる能力、責任や将来の企業価値向上に向けた職責、これまで
の経歴、職歴や職務等を勘案し代表取締役社長が取締役会に提案し、取締役会決議に基づいた適正な報酬額を決定しています。監査等委員の
報酬は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、職務内容、業務分担の状況を考慮して、監査等委員会の協議により決定しておりま
す。執行役員については、執行役員規程等により決定しております。

（ⅳ）取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行うに当たっての方針と手続き

取締役・監査等委員・執行役員の指名にあたって、それぞれの人格及び見識等を考慮した上で、その職務と責任を全うできる適任者を性別や年
齢等の区別なく指名・選任する方針としております。執行役員の選解任は取締役会により、取締役・監査等委員の指名は、取締役会、監査等委員
会で協議し、株主総会の決議によるものとしております。 　　　　　　　　　　　

（ⅴ）取締役会が上記（ⅳ）を踏まえて経営陣幹部の選解任と取締役・監査等委員候補の指名を行う際の、個々の選解任・指名についての説明

当社は監査等委員以外の取締役の任期を１年、監査等委員の取締役の任期を２年としており、株主総会招集通知において選任理由を記載して
おります。

上記に加えて、補充原則４－１１①記載の通り、スキル・マトリックスを活用して、より具体的に選任理由を示しております。

【補充原則３－１①：利用者にとって付加価値の高い記載】

取締役会での決議を要する開示を中心として出来る限り具体的に、且つ、分かり易い内容となるように注力するとともに、グラフ等のビジュアルな
資料の採用、スキル・マトリックスによる具体的な取締役等の選任理由の明確化推進を進めてまいります。

【補充原則３－１③：サステナビリティへの取組みに関する開示】

2024年2月29日に公表しました「中期経営計画Ｐｈａｓｅ2（2024-2026）」にてサステナビリティについての取組み及び人的資本等の投資等について、
株主、投資家等に開示しております。

【原則３－２：外部会計監査人】

取締役会は、外部会計監査人から報告を受けるものとしております。監査等委員会は、外部会計監査人と定期的に会合を持つ等緊密な 連携を

保つとともに、監査計画については事前に報告を受けるものとしております。また、社長直轄の内部監査室が外部会計監査人と定期的に 面談を

行い、監査に必要な情報について、共有化を図っております。

【補充原則３－２①：監査等委員会の対応】

（ⅰ）外部会計監査人候補を適切に選定し外部会計監査人を適切に評価するための基準の策定

監査等委員会規則に則り外部会計監査人を選定し、四半期ごとの面談等を通じて、各監査等委員が、外部会計監査人の適切性について意見交
換し評価を行っております。2022年よりは「会計監査人の相当性判断チェックリスト」により、前年度の会計監査について、より具体的に評価してお
ります。　　　　

（ⅱ）外部会計監査人に求められる独立性と専門性を有しているか否かについての確認

年間の監査計画の中で、適宜独立性と専門性の有無を確認しております。

【補充原則３－２②：取締役会及び監査等委員会の対応】

取締役会及び監査等委員会は、下記の対応を行っております。　　　　　　　

（ⅰ）高品質な監査を可能とする十分な監査時間の確保　　　　　　　　　　　　　　　　　　

決算業務のIT化および監査スケジュールの策定・改定の継続により、業務の早期化を図り、十分な監査時間の確保ができる体制を取りつつあると
ころであります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（ⅱ）外部会計監査人からCEO・CFO等の経営陣幹部へのアクセス（面談等）の確保　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

外部会計監査人と代表取締役社長は四半期ごとに情報交換の場を設けており、外部会計監査人との意思疎通は良好であります。

（ⅲ）外部会計監査人と監査等委員（監査等委員会への出席を含む）、内部監査部門や社外取締役との十分な連携の確保

内部監査部門は、監査等委員会の事務局を兼務し、内部監査を通じて、監査等委員会と十分な連携をとっております。また、外部会計監査人は
四半期決算ごとに監査等委員会に出席し、監査等委員と情報交換しております。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（ⅳ）外部会計監査人が不正を発見し適切な対応を求めた場合や、不備・問題点を指摘した場合の会社側の対応体制の確保



不正を発見した場合は、代表取締役社長を委員長とするコンプライアンス・リスク管理委員会で対応し、重大案件については、取締役会に報告す
る体制になっております。

第４章 取締役会等の責務

【基本原則４】

上場会社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を促し、収益力・資本効
率等の改善を図るべく、

（1） 企業戦略等の大きな方向性を示すこと

（2） 経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うこと

（3） 独立した客観的な立場から、経営陣（執行役及びいわゆる執行役員を含む）・取締役に対する実効性の高い監督を行うこと をはじめとする役

割・責務を適切に果たすべきである。 こうした役割・責務は、監査役会設置会社（その役割・責務の一部は監査役及び監査役会が担うこととな

る）、指名委員会等設置会社、監査等委員会設置会社など、いずれの機関設計を採用する場合にも、等しく適切に果たされるべきである。

（当社の取組み）

取締役会は取締役会規程に基づいて運営されており、中長期経営計画・単年度経営計画を含む決議事項の審議・決議が中心となっております。
この権能に加えて、顕現化しているリスクのみならず潜在的なリスクについても議論を行い、そのリスク回避・テイクの手法等も含めた幅広い議論
によって経営陣が誤った判断をしないようにサポートするとともに、独立社外役員を中心とした独立・客観的な視点からも経営陣に対する監督も同
時に実施しております。

【原則４－１：取締役会の役割・責務（1）】

取締役会は、法定の専決事項、経営方針の策定、重要な業務の意思決定及び取締役相互牽制による業務執行監督機関として位置付けられてお
ります。取締役会においての議論・決議をふまえて、その業務執行に当たっては取締役会において決議された経営計画を社内に示達するととも
に、執行役員はこの計画をふまえて担当部門の計画を策定し、運用（PDCA）しております。

【補充原則４－１①：経営陣の委任の範囲と開示】

有価証券報告書の【コーポレート・ガバナンスの状況等】で開示しているとおり、取締役会が決議すべき事項及び経営陣に委ねる事項について
は、関係法令に従い定款で定めるほか、取締役会規程及び職務権限一覧表において明確に定めております。

業務執行については、業務分掌、職務権限規程及び職務権限一覧表において、その権限を明確に定めており、上記規程の改正も取締役会決議
事項となっております。

【補充原則４－１②：中期経営計画が未達に終わった場合の対応】

当社の中期経営計画は所謂ローリング形式を採用しており、期末終了時にはPDCAによる結果分析をふまえ追加施策等を加味した決算説明資料
を作成し当社HPで開示するとともに、期初ならびに中間期（２月ならびに８月）の投資家向け説明会において、代表取締役社長より説明を実施して
おります。

また、取締役会・経営陣が中心となって前中期経営計画の振り返りを行い、新中期経営計画の策定に務めております。

今後とも、より精緻な前提条件と分析をベースとする数値をローリング形式で開示し結果分析を含めた説明を行うとともに、その分析を次期以降の
計画に反映するよう注力してまいります。

【補充原則４－１③：後継者計画の策定・運用・監督】

　当社は2020年30月に開催した定時株主総会での決議を経て監査等委員設置会社に移行し、経営体制としては代表取締役社長を議長とする取
締役会と執行役員を中心とする業務執行体制となっております。

４名の社外取締役はスキル・マトリクスに示すとおり、多様な専門性と経験を有しており、今後は、各社外取締役が有するスキルの伝承等を積極
的に進めてまいります。

【原則４－２：取締役会の役割・責務（2）】

取締役会規程により、原則として毎月１回取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、遅滞なく業務執行が出来るように万
全を期すとともに、独立・客観的な立場から議論を行ったうえで、健全に企業経営が出来るように運営しております。

また、経営陣の報酬については、執行役員を含む経営幹部に対するストックオプションの付与によりインセンティブ付けを行ってまいりました。

【補充原則４－２①：取締役の報酬】

監査等委員以外の取締役の報酬は、企業の持続的な成長に向けて健全な企業家精神を発揮出来るという前提で、同規模の他社動向等を参照し
たうえで、役位、業績貢献度、勤務形態等を勘案し、取締役会の決議によって決定しております。

また、2025年３月より、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目
的として、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）、執行役員、子会社取締役にこれまでの報酬枠とは別枠にて、譲渡制限付株
式の付与のための報酬を支給することといたしました。

【補充原則４－２②：サステナビリティへの取組み方針策定・監督】

企業価値向上の観点から2020年7月に「DNE WAY長期経営計画（2030）」を制定し、その概要は2024年2月29日に公表しました「中期経営計画Pha

se2（2024-2026）」の中で開示しております。また、「中期経営計画Phase2（2024-2026）」の中で、具体的なESG/ SDGｓへの取組み、人的資本への

取組みを開示しており、これらは全て当社グループがサステナビリティを指向するうえでの基本的な方針であります。

【原則４－３：取締役会の役割・責務（3）】

取締役会において本社・内外主要子会社より前月実績（損益、品質、在庫状況等）ならびに通期の着地見込み、今後の受注・生産見込み、及び、
各拠点が直面するリスクが報告され、その質疑応答等を通じて経営幹部に対する人事評価を適正に行い昇格・賞与を含む報酬に反映させており
ます。

さらに、取締役自らの行為も含めて経営幹部と会社との間に生じ得る利益相反取引についても、自己申告のみならず、内部監査室、内部通報制
度等を通じて適切に管理しております。

【補充原則４－３①：経営陣幹部の選任・解任】

本社における本部長・副本部長、主要海外子会社のトップは執行役員であり、定時取締役会への出席（WEBを含む）が求められていること等を通
じて公正且つ透明性の高い評価を行っており、このような手続きを経て取締役会において執行役員の選任・解任決議を行っております。

【補充原則４－３②：ＣＥＯの選解任】

代表取締役社長は、株主総会・取締役会の議長という位置付けであることから、その選解任は取締役会の最重要決議事項としており、毎期株主
総会後の取締役会において選任しております。



【補充原則４－３③：ＣＥＯを解任する場合の手続き】

現時点において、代表取締役社長はその機能を十分発揮しておりますが、今後その機能を果たすことについて疑義が生じるような事態が発生し
た場合は、取締役会において十分な検討を経たうえで解任する手続きをとることとしております。

【補充原則４－３④：内部統制や先を見越した全社的リスク管理体制の整備】

毎月の定例取締役会終了後に監査等委員会を開催し、そこには内部監査室長も出席し、全社的リスク管理の観点から情報共有を図るとともに、
その内容はイントラ等を利用し、適時・適正に業務執行のトップである代表取締役社長ならびに執行役員、子会社トップと情報共有したうえで、リス
クの内容に応じて対応することとしております。

【原則４－４：監査役及び監査役会の役割・責務】

監査等委員である取締役及び監査等委員会は、グループ全体のガバナンスの状況が適正かどうかを、自ら、或いは内部監査室を通じて監査して
おり、且つ、外部会計監査人による監査の妥当性・監査報酬の妥当性を確認する等により株主に対する受託責任を果たしております。

更に、監査等委員である取締役は取締役会において議決権を有しており、グループ経営にとって重要と思われる議案についても積極的に意見を
述べるとともに、議決権行使によって経営に参画しております。

【補充原則４－４①：社外監査役の強固な独立性と常勤監査役の高度な情報収集力との有機的な組み合わせによる高い実効性の確保】

監査等委員である取締役３名の構成は、社外取締役２名、常勤取締役１名となっており、前者は強い独立性を確保しており、後者は内外子会社も
含めて社内における高い情報収集力を持っており、その両方が相俟って有機的に役割を果たしております。また、内部監査室等の内部統制シス
テムを活用し、取締役会への出席、各役員へのヒアリング、内部監査報告書・経営会議など各部門報告書などの徴収を通じて、取締役の職務執
行状況を監視しております。

【原則４－５：取締役・監査役等の受託者責任】

監査等委員を含む取締役、執行役員を中心とする経営陣は株主に対する受託者責任を十分に認識しており、経営理念や中期経営計画策定に向
けたコミットメント、社外取締役による株主の視点の取込みを常に意識し、会社を取り巻くステークホルダーとの適切な協働を行いつつ、会社や株
主共同の利益のために行動するよう常に心掛けております。

【原則４－６：経営の監督と執行】

監査等委員を含む取締役の員数は８名となっており、そのうち代表取締役を含む２名が執行役員を兼務し、残りの６名は業務執行には携わらず、
経営方針の策定、経営の監督、決議事項の審議と決議を中心として経営に携わっております。

【原則４－７：独立社外取締役の役割・責務】

現状、独立社外取締役は４名となっており、その知見を生かして中長期的な観点からグループ経営に資する事項を中心にアドバイスするとともに、
経営陣に対する監督、会社と経営陣等との利益相反の監督、経営陣とは独立した立場でステークホルダーの意見を取締役会に反映させること等
を通じて、重要事項の決議に参画しております。

【原則４－８：独立社外取締役の有効な活用】

独立社外取締役は４名であり、取締役会に占める割合は４/８となっておリます。４名の独立社外取締役は各々が有するスキルを存分に発揮し、
社内外から期待されている役割を十分に果たしております。2025年３月より、強化が必要であると考えていた会計面で専門性を有する独立社外取
締役を増員いたしました。今後も他社において発生している事案等を勘案し、取締役会において果たすべき権能の強化を目指してまいります。

【補充原則４－８①：独立社外取締役による客観的な立場に基づく情報交換・認識共有】

独立社外取締役を構成員とする会合を設置し、独立社外取締役間の相互の意思疎通を図るとともに、独立した客観的な立場に基づく情報交換・
共有によって、取締役会において適時・公正な決議が行われるよう運営されております。

【補充原則４－８②：筆頭独立社外取締役の決定等による連携体制の整備】

３名の独立社外取締役は、常勤監査等委員や内部監査室を通じて経営陣・各監査等委員間の連携・調整が出来ており、この面での体制整備は
図られております。

【補充原則４－８③：支配株主を有する上場会社における独立社外取締役の割合】

独立社外取締役は４名であり、取締役会に占める割合は４/８となっております。今後は、他社において発生している事案等を勘案し、更にその機
能の強化を図ってまいります。

【原則４－９：独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

経営の透明性・健全性を担保するため、４名の独立社外取締役を選任しております。独立性の判定にあたっては、東京証券取引所が定める独立
性の要件を満たすことを前提とし、スキル・マトリックスに示した通り様々な分野に関する専門的知識・経験等を有し、客観的・中立的な助言および
経営の監督が期待できる人材で構成されております。

独立社外取締役の多様性を高めて、さらに率直・活発で建設的な取締役会となることを目指しております。

【原則４－１０：任意の仕組みの活用】

2020年3月の株主総会での決議を経て監査等委員会設置会社に移行しております。この会社形態が現在当社を取り巻く経営環境及びガバナンス
機能のために最適であると認識しております。

【原則４－11：取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件】

取締役会がその責務を実効的に果たす目的で2020年4月より監査等委員会設置会社に移行し、現在は８名によって構成されております。そのう

ち、監査等委員である取締役は常勤監査等委員１名、社外取締役２名（うち女性１名）となっており（うち、１名は企業法務に強い弁護士で独立社
外取締役、１名は原価管理、財務・会計に精通している大学教授で独立社外取締役）、監査等委員ではない取締役５名のうち２名は独立社外取締
役であり、全体としてバランスの取れた構成となっております。

【補充原則４－１１①：スキル・マトリックス等取締役の選任に関する方針・手続と開示】

取締役全員のスキル・マトリックスは別紙の通りであり、取締役会全体としての知識・経験・能力においてバランスと多様性が確保されていると考
えております。

【補充原則４－１１②：取締役の兼任状況の開示】

取締役及び監査等委員である取締役の重要な兼職状況は第47回定時株主総会招集通知に記載しており、現状他の上場会社の役員を兼務して
いる取締役はおりません。



【補充原則４－１１③：取締役会全体の実効性に関する分析・評価・開示】

各取締役のスキル・マトリックスに基づき自己評価を実施し、取締役会の実効性について分析・評価を行った結果、十分確保されているとの結論を
得るとともに、今後の課題として下記点を確認しました。今後は、定時株主総会終了後スキル・マトリックスを更新する等の実効性強化に注力して
まいります。

（ⅰ）主要事業拠点、連結実績報告については、そのトレンドを把握することが重要との認識をもって、報告手法の改善を常に心がけること。

（ⅱ）事業計画達成に向かっての活動に際しては、不足分を挽回するための改善計画を早期に作成し、PDCAを回すこと。

（ⅲ）人事制度の見直し等重要な改正を実施するに際しては、所管部門の独善的な判断に基づくことのないように、プロジェクト・チームの組成、組
織横断的な意見の集約等の対応を取ること。

（ⅳ）月例取締役会における各事業所報告において、よりB/S項目を意識した内容となるように注力すること。

【原則４－１２：取締役会における審議の活性化】

月例取締役会は原則として毎月第４週（金）に開催するとともに、適宜臨時取締役会を開催しております。対面による開催のみならず、WEB形式に
よる会議も開催しており、原則取締役全員の出席を求め、議事内容によって担当執行役員が出席し（海外はWEBが中心）、自由闊達で建設的な
議論・意見交換を行っております。

【補充原則４－１２①：取締役会の審議活性化に関する具体的対応】

取締役会の運営に当たっては審議の活性化を図るため、事前に開催する経営会議を通じて資料を準備し、十分に先立って配布（メール）・社内
ポータルに格納するよう注力しており、その内容についても簡潔に分かりやすい資料とするよう注力しております。また、月例取締役会は毎月第４
（金）と固定したうえで適宜臨時取締役会を招集し（WEB活用）、慎重に議論する必要があると思われる付議事項については十分な審議時間を確
保する等の対応を行っております。

【原則４－13：情報入手と支援体制】

月例取締役会は付議事項の審議に加えて、執行役員等による本社及び内外子会社の実績・今後の見通し、現在直面している課題等の報告と質
疑応答が行われており、この過程を通じて取締役はグループ全体の重要情報を入手することが可能となっております。さらに、内部監査室は取締
役会に陪席するとともに、その後に開催される監査等委員会においては監査等委員である取締役との連携が図られており、グループ内のコンプラ
イアンス管理状況も含む様々な情報が円滑に提供される仕組みを構築しております。

【補充原則４－１３①：意思決定に資する追加情報の開示請求・法令に基づく調査権行使等、適切な情報入手】

月例取締役会においては内外拠点を運営に携わっている執行役員が出席し、各拠点の実績・今後の見通し、現在起こっている重要事項などにつ
いて報告、質疑応答が行われております。これによって取締役は、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことが可能であり、その際に監査等
委員である取締役は、必要に応じて追加情報・改善活動報告を指示することが可能となっております。

【補充原則４－１３②：外部専門家の助言】

取締役、或いは、監査等委員である取締役が付議事項のみならず重要な判断を要する事項について審議を行うに当たって、外部の専門家の助
言を受けるべきと判断した場合は、その費用を会社負担として依頼することにしております。

【補充原則４－１３③：内部監査部門との連携を含む社外取締役や社外監査役に必要な情 報を適確に提供するための工夫】

内部監査室は常に取締役会及び監査等委員会に出席し、監査結果のみならずコーポレートガバナンスの観点から必要と思われる事項について
の報告・対応について連携出来る体制を構築しております。また、社外取締役（含む監査等委員である取締役）は直接会社情報の提供を内部監
査室に要請することが可能となっており、この面でも情報提供体制が構築されております。

【原則４－１４：取締役・監査役のトレーニング】

社外取締役（含む監査等委員）が選任された際には、当社を取り巻く経営環境、当社グループの歴史、短期・中長期に亘る戦略等の説明会を実
施しております。さらに、国内工場のみならず、時期を見計らいつつ海外子会社の視察も実施しております。また、監査等委員に対しては、公益社
団法人日本監査役協会等が主催する講習の費用支援を行っております。

【補充原則４－１４①：就任時における知識の取得・役割と責務を十分に理解するための機会の提供、就任後の継続的な実施】

社外取締役（含む監査等委員）に対しては、就任時において、全体を統括する代表取締役社長のみならず、担当執行役員より、当社グループ全
体に関わる事業展開の状況、財務の状況、組織等について説明を実施しております。さらに、就任後においても、必要に応じて、説明の機会を設
けております。

【補充原則４－１４②：トレーニングの方針について開示】

取締役会において活発な議論を誘発し、実効性の高い取締役会とするため、取締役就任時には当社の業務内容、直面する課題等を十分に理解
する目的で、経営幹部を中心に説明する機会を設け、海外を含む工場視察を実施しており、就任後も継続しております。

さらに、監査等委員である取締役については、監査業務強化の観点から監査役協会・監査法人が主催する講習会への出席等を費用支援の下で
実施しております。

第５章 株主との対話

【基本原則５】

上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行う
べきである。 経営陣幹部・取締役（社外取締役を含む）は、こうした対話を通じて株主の声に耳を傾け、その関心・懸念に正当な関心を払うととも

に、自らの経営方針を株主に分かりやすい形で明確に説明しその理解を得る努力を行い、株主を含むステークホルダーの立場に関するバランス
のとれた理解と、そうした理解を踏まえた適切な対 応に努めるべきである。

（当社の取組み）

代表取締役社長を初めとする当社経営幹部は、株主のみならず、当社HPより対話依頼がある機関投資家、個人投資家ならびに顧客、従業員、工
場周辺住民の方々等、当社を取り巻くステークホルダーとの対話を心掛けており、発信されるご意見等に真摯に耳を傾け、自らの経営方針等に活
かせるように取組んでおります。今後は、IR活動（投資家向け決算説明会等）の多様化を検討し実践してまります。

【原則５－１．株主との建設的な対話に関する方針】

株主から対話・面談の申し込みがあった場合は、その内容を合理的判断したうえで、ＩＲの纏め役を担う経営企画室が中心となって対応することを
原則としております。

株主との建設的な対話に関する具体的な対応については、本章の補充原則５－１②に記載のとおりであります。



【補充原則５－１①：株主との実際の対話の対応】

株主との実際の対話・面談につきましては、IR担当部門であり、当社経営の根幹を担う経営企画室が中心となって対応する体制としております。

【補充原則５－１②：株主との建設的な対話を促進するための方針】

（ⅰ）経営企画室がＩＲを所管しており、代表取締役社長が中心となって株主との建設的な対話に注力しております。

（ⅱ）株主との対話を補助する社内体制としては、経営企画室が管理本部内の財務・経理・法務・総務・人事部門に加え、生産事業本部、内外子会
社とも連携しております。

（ⅲ）年２回開催の投資家説明会に加えて、経営企画室・財務部が中心となって機関投資家を対象に定期的に訪問し、対話を重ねてきておりま
す。今後は、IR活動（投資家向け決算説明会等）の多様化を検討し実践してまります。

（ⅳ）対話において把握した株主意見等の対応については、経営企画室が一元的に管理し、適時・適切に経営トップにフィードバックするとともに、
事案によっては取締役会にもフィードバックしております。

（ⅴ）インサイダー情報の管理につきましてはＩＲを所管する経営企画室に加えて、総務部門・システム部門とも連携し、厳格に対応しております。さ
らに、事案によっては、内部監査室を事務局とするコンプライアンス・リスク管理委員会においても管理する体制となっております。

【補充原則５－１③：自社の株主構造の把握と株主の協力】

株主名簿管理代理人である三井住友信託銀行から年 2 回受領する、株主名簿上の名義株主を把握すると同時に、実質的に当社株式を所有す

る実質株主の把握に努めております。

【資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応】

記載内容 取組みの開示（アップデート）

英文開示の有無 無し

アップデート日付 2026年3月30日

該当項目に関する説明

※「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について、取組みや検討状況を記載してください。

2020年7月に策定した「DNE WAY長期経営計画（2030）」に基づき2024年2月29日に公表しました「中期経営計画Phase2（2024-2026）」において、R

OICに着目したKPIを設定するとともに責任部署の明確化と目標のブレイクダウンを実施し、中期経営計画の諸施策を着実に実行することにより経
営目標の実現を目指しております。

加えて、ESG・人的資本・IR手法の多様化等、サステナビリティ経営を推進し中長期的な企業価値向上に取り組んでおります。

「中期経営計画Phase2（2024-2026）」には、サステナビリティを含む具体的な取組施策や重要ＫＰＩならびに事業（地域、セグメント）別ポートフォリオ
を記載しております。

2026年３月４日公表「2025年12月期 決算説明資料」にて「中期経営計画Phase2（2024-2026）」の進捗状況を報告しております。

なお、中期経営計画期間（2025年度～2026年度）の経営目標は、2025年２月28日公表「2024年12月期 決算説明資料」にて、2025年度～2026年度

２年間の経営目標をローリングしております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

LEE WO INVESTMENT GROUP LIMITED

（常任代理人　冨士靖史）
1,289,600 19.45

有限会社欅 1,046,340 15.78

INTERACTIVE BROKERS LLC

（常任代理人　インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社）
328,800 4.96

山口　琢也 318,500 4.80

株式会社足利銀行 259,200 3.91

大日光・エンジニアリング従業員持株会 216,197 3.26

株式会社商工組合中央金庫 152,000 2.29

レッドリーフ株式会社 145,000 2.19

日本生命保険相互会社 128,400 1.94

株式会社栃木銀行 120,000 1.81

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――



親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 12 月

業種 電気機器

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社以上50社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

該当事項はありません。

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 13 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 8 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 4 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

4 名

会社との関係(1)



氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

長谷川　雅幸 他の会社の出身者

北野　剛 他の会社の出身者

千﨑　英生 他の会社の出身者

柊　紫乃 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

長谷川　雅幸 　 ○ ―――

長谷川雅幸氏は、複数会社の購買部門での豊
富な業務経験を有しております。また、海外勤
務経験も長く、同氏の豊富な経験と幅広い見識
を当社経営に反映していただくため、社外取締
役に選任しております。

北野　剛 　 ○ ―――

北野剛氏は、総合商社において長く営業分野
ならびに新たな市場開発分野に携わり、豊富な
業務経験を有しております。同氏の豊富な経験
と幅広い見識を当社経営に反映していただくた
め、社外取締役に選任しております。

千﨑　英生 ○ ○ ―――

千﨑英生氏は、特にM＆A・法務監査・労使交
渉等の経験を経て企業経営一般に関わる法
令・実務に精通しており、モニタリングの実効性
の確保を基礎とした会社の持続的成長に向
け、同氏の企業経営に関する法務の豊富な知
識と経験を活かし、監査等委員である取締役
（社外）としての職務を公正・適切に遂行される
ものと判断したこと から、選任をしております。

柊　紫乃 ○ ○ ―――

柊紫乃氏は、原価管理を用いた現場改善に精
通されております。また、当社の課題でありまし
た財務・会計にも精通しております。同氏の非
常に高い知見を活かして職務を公正・適切に遂
行していただけるものと判断したことから、選任
をしております。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役
（名）

社外取締役
（名）

委員長（議長）

監査等委員会 3 1 1 2 社内取締役



監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

あり

当該取締役及び使用人の業務執行取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会には、監査等委員会の職務を補助すべき従業員を２名配置しております。また当該従業員の任命、異動、評価、懲戒に関する事項
は、監査等委員会の事前同意を必要としております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会においては、会計監査人より四半期毎の実施監査の報告、内部統制システムの状況及びリスクの評価等についての説明、意見・情
報交換を適宜行うなど、相互の連携を図ります。また、内部監査部門は、内部監査の計画及び内部監査実施後には監査項目に基づいた概要報
告を行い、監査機能の実効性や効率性を高めるため相互の連携を図ります。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 4 名

その他独立役員に関する事項

長谷川氏は豊富な業務経験を有していること、ならびに海外勤務経験も長く幅広い見識を有しており、また、公正な立場で当社経営の一翼を担っ
ていただけることを勘案し、一般株主との利益相反のおそれも無いため、その独立性が確保されていると判断し、独立役員に指定するもの。

北野氏は長く営業分野ならびに市場開発分野に携わられた経験から優れた知見有しており、また公正な立場で当社経営の一翼を担っていること
を勘案し一般株主との利益相反のおそれも無いため、その独立性が確保されていると判断し、独立役員に指定するもの。

千﨑氏は優れた知見と企業経営全般に関わる法令・実務に精通しており、公正な立場から経営上有意義な意見の発信が期待出来ることから社
外取締役（監査等委員）として適任であることを勘案し、一般株主との利益相反のおそれも無いため、その独立性が確保されていると判断し、独立
役員に指定するもの。

柊氏は原価管理を用いた現場改善ならびに財務・会計にも精通しており、公正な立場から経営上有意義な意見の発信が期待出来ることから社外
取締役（監査等委員）として適任であることを勘案し、一般株主との利益相反のおそれも無いため、その独立性が確保されていると判断し、独立役
員に指定するもの。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

その他

該当項目に関する補足説明

2025年３月より、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とし
て、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）、執行役員、子会社取締役にこれまでの報酬枠とは別枠にて、譲渡制限付株式の
付与のための報酬を支給することといたしました。

ストックオプションの付与対象者 従業員、子会社の取締役、子会社の従業員



該当項目に関する補足説明

執行役員及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員が業績に対する意欲や士気を一層高めることにより、企業価値の向上を図るために
ストックオプション制度（権利行使期間：2022年4月13日～2037年4月12日）を実施しております。

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2020年3月27日開催の第41回定時株主総会において、監査等委員以外の取締役の報酬額を年額150百万円以内（うち社外取締役分年度額50百
万円以内、ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）、監査等委員である取締役の報酬額を50百万円以内とさせていただきました。

また、2025年3月27日開催の第46回定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠にて、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除
く）に譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬を年額20百万円以内とさせていただきました。

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

当社の役員報酬（監査等委員である取締役を除く。）は、企業の持続的な成長にむけて健全な起業家精神を発揮出来る水準であるとの前提で、
同規模の他社動向等を参照したうえで、役位、業績貢献度、勤務形態等を勘案して決定することを方針としております。

また、上記報酬枠とは別枠にて、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対し当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン
ティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のための報酬制度を導
入しております。

これらの基本方針及び取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬水準決定に当たっては、代表取締役が取締役会に提案し、取締役会に
おいて決議いたします。取締役の個別報酬については、取締役会において多角的な検討を行い決定しているため、報酬の内容は決定方針に沿っ
ているものと判断しています。

また、監査等委員である各取締役の報酬は、株主総会決議金額の範囲内で監査等委員の協議により定めております。

【社外取締役のサポート体制】

社外取締役役に対しては取締役会における説明資料を事前に配布したうえで、内容等について口頭で十分説明しております。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名 役職・地位 業務内容
勤務形態・条件

(常勤・非常勤、報酬有無等)
社長等退任日 任期

――― ――― ――― ――― ――― ―――

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の合計人数 0 名

その他の事項

―――

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）



①取締役会

　当社の取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）５名（山口琢也、為崎靖夫、大島誠二、長谷川雅幸、北野剛）と、取締役（監査等
委員）３名（大島健二、千﨑英生、柊紫乃）で構成されており、議長は代表取締役社長執行役員山口琢也が務めております。法定の専決事項、経
営方針の策定、重要な業務の意思決定及び取締役相互牽制による業務執行監督機関として位置付けられております。取締役会は原則として毎
月開催されるとともに、必要に応じて臨時に開催されております。

②監査等委員会

　当社の監査等委員会は、監査等委員３名（大島健二、千﨑英生、柊紫乃）で構成されており、議長は常勤監査等委員である大島健二が務めて
おります。法定の専決事項及び各監査等委員の監査の状況を共有しております。監査等委員会は 原則として毎月開催されるとともに、必要に応

じて臨時に開催されております。

　また、監査等委員会は外部会計監査人の選任について公正な立場から評価すると共に、その独立性、専門性評価についても適切に行っており
ます。

　なお、監査等委員会は内部監査室および外部会計監査人と連携して、監査を実施しております。

③経営会議

　当社は、取締役会の業務執行効率を高めるため、重要審議事項について取締役会に先駆けて審議する機関として経営会議を設置しておりま
す。当該会議は、代表取締役社長が議長を務め、執行役員及び内部監査室長並びに審議事項に関係する部室長が出席し、毎月１回以上開催し
ております。

④内部監査室

　当社は代表取締役社長執行役員山口琢也より直接任命された内部監査人（阿部誠）が組織上独立している内部監査室の室長となっておりま
す。内部監査人は、当社グループの年間内部監査計画を策定し、業務及び会計に関わる経営活動を全般的に監査しております。

⑤会計監査人

　EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、会社法及び金融商品取引法の規定に基づき、公正不偏な立場から厳格な監査を受けており
ます。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

　当社グループは、全てのステーク・ホルダーの信頼に応えながら、収益力の向上、業容の拡大によって事業基盤の強化を図っていくと共に、経
営の効率性、公正性、透明性を高め、社会の信頼と共感を得られる企業としての地位を継続できるように注力してまいります。

　先ず、効率性向上の観点からは、取締役会に先駆けて重要案件を審議する経営会議を設置することより、取締役会をより効率的に運営しており
ます。

　また、公正性、透明性向上の観点からは、公正な判断に基づき重要情報を遅滞なく開示していく体制を構築するとともに、監査等委員会が正確
に経営情報を把握できる体制を構築する運営としております。

　このような取組を進めるうえで、当社が選択した「監査等委員会設置会社」によるコーポレートガバナンス体制は,当社にとって最も優れたガバナ
ンス体制であると認識しております。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

集中日を回避した株主総会の設定
２００４年６月３０日開催の定時株主総会決議により、決算期を１２月３１日に変更したとこ
ろから、以降の定時株主総会は毎年３月に開催しております。

電磁的方法による議決権の行使 ２０２１年３月３０日開催の定時株主総会より実施しております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有
無

アナリスト・機関投資家向けに定期的説
明会を開催

半期毎にアナリスト・機関投資家向けの決算説明会を開催しております。 あり

IR資料のホームページ掲載
当社ホームページに有価証券報告書、決算短信、決算説明会資料等を掲載を
しております。

IRに関する部署（担当者）の設置 IRを担当する部署は、経営企画室であります。



３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

「大日光グループ企業行動憲章」において、「社会に開かれた企業として、すべてのステー
クホルダーに対して企業経営全般にわたる情報を適時適切に開示する」と定めておりま
す。

環境保全活動、ＣＳＲ活動等の実施

環境理念として「大日光グループは、地球環境を保全し、持続可能でより良い社会を構築
していくことが人類共通の重要課題であると認識し、自主的、積極的に環境問題に取り組
み、継続的改善に努める環境経営をしてまいります」と定めています。

さらに具体的な環境方針として５つの方針を掲げております。

本内容につきましては、当社HPにて開示しております。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

　当社は、経営組織の整備や経営への監視機能を強化し、企業活動を円滑かつ健全に行うことがコーポレートガバナンスの体制と企業価値の向
上につながると認識しております。その実行のために社内規定の整備及び法令遵守のコンプライアンス体制と有効性を確認する内部監視などを
重要視しております。なお、内部統制システムの整備状況については以下の体制を構築しております。

①取締役及び使用人の職務執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

　子会社を含め、全社において取締役及び使用人が、公正且つ高い倫理観をもって業務運営を行い、その大前提がコンプライアンスであるとの認
識に立って全てのステークホルダーから信頼される経営体制を構築する。そのために、取締役及び使用人は、法令・定款及び社内規程の遵守を
周知徹底する。また、内部監査室は、当社及び当社子会社の業務運営の状況・相互牽制機能の有効性を 検証するとともに、職務執行が法令等

諸規則・定款及び社内規程に基いて行われているか監査を実施し、その結果を代表取締役社長執行役員が把握することによって適切に業務が
運営されていることを確認する。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程に基づき、事後的に確認できるように適切かつ確実に保存・管理を行
う。取締役及び監査等委員である取締役（以下、監査等委員）は、これらの文書を閲覧することができる。

③損失の危機に関する規程その他の体制

　子会社を含め、全社において取締役会は、企業活動の持続的発展にとって脅威となる全てのリスクに対処するための管理体制を適切に構築
し、常にその体制を点検することによって有効性を検証するために、以下の事項を定める。

ａ．リスク管理体制を強化するため、代表取締役社長を委員長、統括部署を内部監査室としたコンプライアンス・リスク管理委員会を設置し適宜リ
スク管理及びコーポレートガバナンスの状況を点検し、その改善を図る。

ｂ．事業遂行上の障害・瑕疵、重大な情報漏洩・信用失墜・災害等の危機に対して、予防体制を整備する。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

　子会社を含め、全社において機動的な意思決定に基づき効率的な業務運営を行うために、以下の事項を定める。

ａ．取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会規程に基き、原則として取締役会を月１回開催するほか、必要に応じ
て臨時開催する。

ｂ．取締役会の決議により、業務の執行を担当する執行役員を選任し、会社の業務を委託する。執行役員は、執行役員規程に基づき、取締役会
で決定した事項に従い、代表取締役社長執行役員の指示により業務を執行する。

ｃ．取締役会の業務執行効率を高めるため、重要審議事項について取締役会に先駆けて審議する機関として経営会議を設置する。代表取締役社
長が議長を務め、審議事項に関する執行役員並びに本部長が出席し毎月１回以上開催する。

ｄ．予算管理規程に基き、各事業年度における中期経営計画、年度計画を策定し、各部門の目標と責任を明確にし、予算と実績との差異分析を
毎月行い、必要に応じて施策を講じることによって目標の達成を図る。

⑤企業集団における業務の適正を確保するための体制

　子会社の自主性を尊重するとともに、子会社の管理部署を経営企画室とし、関係会社規程において事前協議事項を定めて、子会社の育成・指
導と、当社・子会社双方の経営効率の向上を図る。

⑥監査等委員の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

　監査等委員その職務を全うするうえで補助を必要とする場合は、監査等委員と協議のうえ当社の使用人から任命し配置することとし、当該使用
人の人事異動及び考課については、監査等委員の同意を得たうえで決定する。

⑦取締役、使用人及び子会社の取締役、監査役、使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員に報告をするための体制その他の監
査等委員への報告に関する体制、ならびに、その他の監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a．当社グループの役員、使用人等は、監査等委員の要請に応じて、事業及びコーポレートガバナンスの状況等の報告を行い、内部監査室は内
部監査の結果等を報告する。

b．当社グループの役員、使用人等は、重大な法令・定款及び社内規程違反、不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす懸念のある事
実を知ったときには、内部通報制度に基づく社内相談窓口・外部相談窓口に通報する、もしくは速やかに監査等委員に報告する。

c．監査等委員が重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるように、監査等委員は取締役会への出席のほかに、経営会議その他
の重要な会議に出席できる。また、監査等委員から要求のあった文書等は、随時提供する。

⑧監査等委員へ報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

　当社は、監査等委員への報告を行った当社グループの取締役、使用人に対し、報告したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その



旨を当社グループの取締役、使用人に周知徹底する。

⑨監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方
針に関する事項

　監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認
められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理することとしております。

⑩財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

a．子会社を含め、全社において金融商品取引法及び内閣府令が要請する財務計算に関する書類その他の情報の信頼性と適正性を確保する体
制について、必要かつ適切なシステムを整備し、運用する。

b．取締役会は、それらが適切に整備及び運用されていることを監督する。

c．監査等委員は、それらの整備及び運用状況を監視し検証する。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

（１）子会社を含め、全社において反社会的勢力との関係を一切持たないことを旨とし、企業行動憲章において「私たちは、市民社会の秩序や安全
に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切関わらない。」と定めて、役職員への周知徹底を図るため、社内に掲示するとともに講習会・研修
を実施する。

（２）総務部は反社会的勢力に関する情報を一元的に管理する。反社会的勢力からの接触を受けた役職員は直ちに上司あるいは総務部に報告

する。総務部は平素から関連情報の収集に注力するため、警察・顧問弁護士等との定期的情報交換を実施する。総務部長は、反社会的勢力か

らの不当要求と認識した場合あるいは被害が発生した場合は、直ちに社長あるいは取締役会に報告し対応を協議したうえで警察へ通報し、必要

に応じて企業及び関係者の安全を確保し法的措置を取る。

Ⅴその他

１．買収への対応方針の導入の有無

買収への対応方針の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

該当事項はありません。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

会社情報の適時開示に係る社内体制

①基本体制

　当社の適時開示体制は、必要な情報を適時かつ公正に開示する体制をとっております。

また、内部者取引管理規定を制定しており、重要情報の管理並びに役員等による株券等の売買に関する行動基準を定めることにより、内部者取
引の未然防止を図っております。

②適時開示に係る社内体制の状況

　当社の業務などに関する重要事実は、情報管理責任者および管理本部により管理されます。情報管理責任者および経営企画室により、適時開
示業務が行われており、適時開示体制の強化・整備に努めております。

③適時開示の流れ

　業務等に関する重要な事項は、各会議及び報告などで周知共有されており、適時開示対象事項については、情報管理責任者および管理本部
が管理し、情報管理責任者および経営企画室により所定の開示手続きをすることとしております。

　発生事実に関しては、各部門からコンプライアンス・リスク管理委員会を経て、情報管理責任者及び管理本部へ情報が集約されます。決定事実・
決算情報については、経営会議を経て、情報管理責任者及び管理本部へ情報が集約されます。情報管理責任者および経営企画室は、その内容
を精査確認し、適時開示の対象となる事項と判断される情報については、代表取締役社長の承認および、取締役会の決議が必要な事項は取締
役会の決議を得た後、所定の開示手続きおよび当社ホームページへの掲載などの方法により開示することとしております。

④適時開示体制の監視状況

1）取締役監査等委員

　取締役会その他重要な会議に出席しており、会社情報に係る重要な発生事項の報告、決定事項の状況について監査しているほか、決算情報と
財務状態の確認を含め、総合的に適時開示に係る社内体制の運用状況を監視しております。

2）適時開示に係る取締役会

　取締役会では、決算情報ほか適時開示に該当する事項に関して、取締役・取締役監査等委員が適時開示書類および有価証券報告書の作成プ
ロセスが適正なものであるかの確認を行っております。



別紙：スキル・マトリックス

企業経営 事業知識
(電子機器・部品
製造、ＥＭＳ)

事業戦略
技術開発

マーケティング

ＩＴ
システム
ＤＸ

SDG’ｓ
ESG

国際経験 人事・労務
人材開発

法務
リスク管理

財務
会計
M＆A

代表取締役社長
執行役員

山口琢也
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

取締役
為崎靖夫

〇 〇 〇

取締役
常務執行役員
大島 誠二

〇 〇 〇

取締役（独立社外）

長谷川 雅幸
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

取締役（独立社外）
北野 剛

〇 〇 〇 〇 〇

取締役
常勤監査等委員
大島健二

〇 〇 〇 〇

取締役
監査等委員(独立社外)
千﨑英生

〇 〇 〇

取締役
監査等委員(独立社外)
柊 紫乃

〇 〇 〇 〇





【適時開示体制の概要】

〔発生事実〕 〔決定事実・決算情報〕

各部門 各部門

コンプライアンス・
リスク管理委員会

経営会議

情報管理責任者及び経営企画室

代表取締役社長
（適時開示の決定）

取締役会

情報管理責任者及び経営企画室
（適時開示の実施）

東京証券取引所
（TD-net）

当社HP
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